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「上記の考え方は、判断の基
礎を共通にする限りにおいて、先
行請求と後続請求が労災保険
法における異なる種類の給付に
係るものである場合（例えば、本
件のように先行請求が療養補償
給付の請求で、後続請求が休業
補償給付の請求であるような場
合）にも妥当するものであり、同種
給付間に限って妥当すると解す
るのは合理的ではない。」「記録
保全の観点から監督署長が時
効期間内に後続請求するよう勧
奨することが予定されており、こう
した記録保全の必要性等による
後続請求の勧奨がなされたにも

かかわらず、その勧奨に従わな
いで当該期間内に後続請求を
行わなかったという事実が認めら
れる場合については、同裁決の
考え方による救済を図ることが必
ずしも適当でない場合があると解
される。」

裁決の考え方に沿えば、本件
も、監督署からの請求勧奨がな
いので、異なる種類の給付を時
効にすべきではない。この裁決を
示し、厚生労働省とも連絡を取っ
て、請求した結果、葬祭料
についても支給された。

（アスベストセンター

斎藤洋太郎）

相次ぐ労災不支給で申し入れ
厚労省●クボタショック後の大臣答弁に逆行

2005年のクボタショック後、当
時の尾辻厚生労働大臣は、アス
ベスト被害者の救済に向けて迅
速処理を促す通達を発出し、新
法制定に動いた。長期の潜伏
期間の後に発症するという、石綿
関連疾患の特異性を認識した
対応であった。

だが最近、「石綿曝露作業歴
が不明である」との理由で不支
給となる事案が、地域センターが
支援する事案のなかで増えてお
り、中皮腫・アスベスト疾患・患者
と家族の会として厚生労働大臣
あてに要請を行った。

◇2005年の尾辻大臣答弁

2005年のクボタショック後の国
会審議において、当時の尾辻厚
生労働大臣は、「長い時間がか
かっておるからその証明に、曝露
歴の証明に困難なことが多いと
いうことは十分に配慮して今後
の対応はしなきゃならぬ」、「今ま
ではアスベストに曝露されたとい
うことがいわば証明されないと労
災認定しないということにいたし
ておりましたけれど、もうそういう
作業に従事しておられたというこ
とでもってこれは認定の条件にし
ようというふうにいたしました」と
の答弁を行った。

そして、クボタショック後、全国
の労働基準監督署は、多くの相

談・申請に対応しながらアスベス
ト被害者を救済するため奮闘し
たのであった。そのことは、クボタ
ショックを境に、石綿関連疾患の
労災認定者数が飛躍的増加し
ている事実からも明らかである。

だが、最近の労基署の現場で
は、対応がどうも違ってきている。

◇相次ぐ不支給決定

今回の申入れを行うきっかけと
なった案件は、以下の4件。

1件目は、大阪中央労基署の
Tさんの案件。Tさんは、1年余り
ビルの解体廃材を運搬する作業
に従事したことにより中皮腫を発
症したとして、労災を申請。雇用
主はそうした作業に従事させて
いないと申し立てたため、労基署
は、石綿曝露に疑義があるとして
本省協議に付した事案である。
クボタショック後に発出された、い
わゆる迅速処理通達に則れば、
解体業周辺における作業というこ
とが推認できる。しかし、大阪中
央労基署は、判断を行わず本省
協議とした。

2件目は、北大阪労基署のNさ
んの案件。Nさんは、呉造船所
の日本アスベスト内の森岡組に
おいて、保温・断熱作業に従事し
た。Nさんは肺がんを発症し、労
災申請を行ったのであるが、明ら
かな多数の胸膜プラークがあり
健康管理手帳も取得しているに
もかかわらず、「石綿曝露歴が
確認できない」との理由で不支
給と決定された。

3件目は、長崎労基署のTさん
の案件。三菱重工長崎造船所
の孫請けである川口親方の下
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港湾石綿救済制度初適用
福岡●元門司港労働者の石綿肺がん

◆港湾における石綿被害

日本で使用された約1,000万ト
ンのアスベストは、ほとんどが輸入
された。アスベスト輸入量は1960
年台初めに10万トンを超え、1970
年に30万トンに達し、1974年に35

万2000トンの最高を記録した。
そのため、船内や水際で荷役

作業に従事した労働者だけでな
く、倉庫作業や検数作業に従事
した労働者へと被害が拡がって
いる。厚生労働省が毎年発表し
ている「石綿曝露作業による労

で、約2年間船内作業に従事し
たTさん。悪性胸膜中皮腫を発
症し、労災申請を行ったのである
が、川口親方の存在を確認する
ことができないことと、請求人以
外に石綿曝露作業を裏付ける客
観的根拠がないとの理由で不支
給と決定された。この案件は、審
査請求中である。

4件目は、大阪・淀川労基署の
Yさんの案件。Yさんは、藤原工
業で車のフロントガラスに使用す
るため、板ガラスを電気炉で曲げ
加工する作業に約1年間従事。
その後は営業の仕事に代わっ
た。悪性胸膜中皮腫を発症した
Yさんは労災申請を行ったのであ
るが、会社関係者が「電気炉や
その周辺に石綿は使用していな
かった」と申し立てたため、「石綿
曝露作業に従事したという事実
は認められない」との理由で不
支給となった。この案件も審査請
求中である。

◇曝露に関する評価の違い？

参議院の田村智子議員に協
力していただき、9月2日に参議院
議員会館にて申し入れと意見交

換を行った。出席者は、患者と家
族の会の古川会長と斎藤さん、
関西センターの片岡さんと愛媛セ
ンターの白石さん、そしてひょうご
センター西山の5名。厚生労働
省からは、職業病認定対策室か
ら3名が出席した。

国側からは、「アスベスト問題
については重く考えている。尾
辻大臣の国会答弁も引き継いで
いる」との見解が示された。その
後、申し入れを行うきっかけとなっ
た4件の案件について、順番に説
明を行い国側の見解を求めたが、

「個別案件に関する見解は…」
と具体的な回答は示されなかっ
たが、「曝露認定に関する評価
の違い」という言葉が何度も繰り
返された。そして、「審査請求と
なっている2件については、審査
官によく資料を見るようにと伝える
ことはできる」との回答があった。

最後に、国側から「適正にやり
ます」との回答があった。ただ、
行政としての「適正」という表現
と、尾辻元厚労大臣が示した「そ
ういう作業（アスベスト曝露作業）
に従事しておられたということで
もってこれは認定の条件にしよう
というふうにいたしました」との答
弁とは、どうもニュアンスが違う。
被災者を救済するということを第
一に考えることが行政として問わ
れていると思う。今回の4件以外
にも、中皮腫の不支給案件に関
する相談が続いている。労災認
定に向け、さらに全力をあげる決
意である。

（ひょうご労働安全衛生センター）
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